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第１章 大牟田市の保健福祉事業の概要 

 

第１節 健康福祉総合計画 

＜目的・事業内容＞ 

 本市ではこれまで、「地域福祉計画」「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」「障害者計画」「障害福祉

計画・障害児福祉計画」「健康増進計画」「食育推進計画」「自殺対策計画」を策定し、様々な施策を推進し

てきた。これらの取組みにより、市民の健康寿命が伸びるとともに、地域包括ケアシステムの構築が進んで

いるが、一方で、地域において支援を必要とする人や世帯の抱える課題は複数分野にまたがるなど、対象者

別・機能別に整備された公的支援では対応が難しくなってきている状況もある。 

 このような中、本市で暮らす全ての人が、身体的・精神的・社会的に満たされ、より豊かに暮らすことが

できるようにするために、これまで障害や高齢、健康、食育等の分野別に進めてきた施策を見直し、分野を

横断した総合的な取組みやライフステージに応じた取組みを一体的に推進することを目的として、本市にお

ける健康福祉分野の各種計画を統合し、第１次大牟田市健康福祉総合計画を策定することとした。 

 令和元年９月１日から大牟田市健康福祉推進会議条例を施行しており、大牟田市健康福祉推進会議を設置

して策定にとりかかっている。 

 

＜実 績＞ 

大牟田市健康福祉推進会議 

開催日 議題 

令和元年12月9日（月） ・大牟田市健康福祉総合計画について 

 

 

第２節 地域福祉 

 

１ 地域福祉活動の推進 

 

（１）地域福祉計画の推進 

根拠法令等 社会福祉法第４条、第１０７条 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

「地域福祉」とは、誰もが住み慣れた地域で、健やかに安心して日常生活を営み、全ての人が、その人ら

しい心豊かな人生を送ることができるよう、地域住民同士や各種機関の協働により、助け合い支え合うまち

づくりを目指すことである。 

「大牟田市地域福祉計画」は、このようなまちづくりを計画的かつ具体的に進めていくためのものであり、

第３次計画を平成２７年３月に策定した。計画期間は、平成２７年度から令和２年度までである。 
 

① 第３次大牟田市地域福祉計画の推進 

基本理念である「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくり（人が真ん中の

まちづくり）」の実現のため、基本目標を「つながりを育む人づくり」「みんなで支え合う地域づくり」「生

活課題の解決に向けた包括的な仕組みづくり」の３つとし、基本目標ごとに２つの施策を掲げている。また

その施策ごとに重点的な取組み項目を定め、地域福祉を推進している。 

 

② 大牟田市地域福祉大会 

大牟田市地域福祉大会は、日頃から地域福祉活動に尽力している功労者を称えることや、地域福祉の実践
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者が共に学び合う場とすること、さらには参加した住民が広く「支え合い」の意識を持つ機会にすることを

目的として、それまで市社会福祉協議会が行っていた「ふれあい福祉まつり」を発展させる形で、平成２１

年度から開催されているものである。（平成２２年度からは、市と市社会福祉協議会の共催形式で実施。） 
 
日時：令和２年２月９日（日） 

場所：大牟田文化会館小ホール 

参加者数：約５００人 

 

〔実施内容〕 

副題：地域支えあい“絆”セミナー  

・大牟田市社会福祉協議会功労者表彰式典 

・基調講演「８０５０問題を考える～ひきこもり支援の現状とこれからの支援のあり方について～」 

（講師：市民の会 エスポワール京都 主宰 山田孝明氏） 

・シンポジウム「私たちにとっての８０５０問題」 

（コーディネーター：市民の会 エスポワール京都 主宰 山田孝明氏 

パネリスト：大牟田学校に行かない子を持つ親の会「ふきのとう」代表 中西朋美氏、ちくご地域ユ

ースサポート 代表 下川展弘氏、大牟田市社会福祉協議会 生活支援相談室 前田佳宏氏） 

 

（２）災害時要配慮者支援制度 

根拠法令等 災害対策基本法第４９条の１０～第４９条の１３ 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

災害発生時に、要配慮者への情報伝達や安否確認を速やかに行うための支援体制構築に向け、「災害時要配

慮者名簿」を整備している。また、地域や関係機関で名簿情報を共有し、日頃から要配慮者の状況把握に努め

ることで、災害時の要配慮者に係る人的被害の軽減を図る。 

「災害時要配慮者名簿」は、これまで活用していた「避難行動要支援者名簿」と「災害時等要援護者名簿（ご

近所支え合いネット）」を平成２９年９月１日に一本化して整備を進めている。また、校区まちづくり協議会な

どと名簿提供に関する協定を結び、まち全体での支援体制構築も進めている。 

 

＜実 績＞ 

 要配慮者数 要支援者数 協定を締結した校区数 

令和元年度末 1,398 1,269 4 

 

（3）多機関の協働による包括的支援体制構築事業 

根拠法令等 社会福祉法第１０６条の３ 負担割合 国 3/4 市1/4 

 

＜目的・事業内容＞ 

福祉ニーズの多様化、複雑化を踏まえ、単独の相談機関では十分に対応できない、いわゆる｢制度の狭間｣

の課題、及び世帯の中に課題を抱える対象者が複数いるような場合に、その課題の一体的な解決を図る観点

から、相談支援包括化推進員を配置することで、複合的な課題を抱える者等に対する包括的な相談支援体制

及び支援システムを構築するとともに、高齢者ボランティア等と協働し、地域に必要とされる社会資源の創

出を行う。 

 

＜実 績＞ 

個別ケースの相談件数 : ７８件 

開発した社会資源数 : ４（就労支援ネットワーク、認知症本人ミーティング、図書館の認知症コーナー、 

みんなの居場所） 
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（4）地域力強化推進事業 

根拠法令等 社会福祉法第１０６条の３ 負担割合 国 3/4 市1/4 

 

＜目的・事業内容＞ 

 平成３０年８月より住民に身近な圏域において、地域住民が主体的に地域生活課題を把握し解決を 試み

ることができる体制づくりを支援することを目的とし、地域力強化推進事業を実施している。 

「住民に身近な圏域」を小学校校区とし、市内６ヶ所の地域包括支援センターに「地域共創サポーター」

を配置し、相談を通して地域生活課題を把握するとともに、ネットワークを構築することを通して、本人本

位の暮らしを実現する地域の支え合いの基盤をつくっていく。 

 

＜実 績＞ 

令和元年度相談件数 :３,７９１件 

 

（5）生活困窮者自立相談支援事業 

根拠法令等 

①生活困窮者自立支援法第５条 負担割合 国 3/4 市1/4 

②生活困窮者自立支援法第６条 負担割合 国 3/4 市1/4 

③生活困窮者自立支援法第７条 負担割合 国 2/3 市1/3 

④生活困窮者自立支援法第７条 負担割合 国 1/2 市1/2 

⑤生活困窮者自立支援法第７条 負担割合 国 2/3 市1/3 

 

＜目的・事業内容＞  

①自立相談支援事業 

生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報の提供・助言を行うとともに、支援計画の作成、就労訓練事

業の利用あっせん等の支援を一体的に行う。 

 

②住居確保給付金の支給 

離職により住宅を失った者又はそのおそれの高い生活困窮者に対し、安定的に就職活動を行うことがで

きるよう、有期で家賃相当額を支給する。 

 

③就労準備支援事業 

直ちに一般就労が困難な生活困窮者に対し就労に向けた動機付けや基礎能力の形成からの支援を行う。 

 

④学習支援事業 

生活困窮世帯（生活保護受給世帯を含む。）の子どもに対して、学習の援助等の支援を行う。 

 

⑤家計相談事業 

相談者とともに家計の状況を明らかにして生活の再生に向けた意欲を引き出す。 

 

＜実 績＞ 

年度 

事業名 
H29 H30 R1 

自立相談支援相談件数 338 322 376 
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住居確保給付金支給件数 4  4 4 

就労準備支援相談者数 14 27 40 

学習支援受講者数 58 61 54 

家計再生プラン作成件数 38 44 52 

  

２ 社会福祉協議会 

 

（１）社会福祉協議会への支援 

根拠法令等 
大牟田市社会福祉法人の助成手続きに関する条例 

大牟田市社会福祉協議会事業費補助金交付要綱 
負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

社会福祉法において「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として規定されている大牟田市社会

福祉協議会の円滑な運営に資するため、同会が行う地域福祉事業等に係る費用の一部を助成するとともに、

校区社会福祉協議会の活動支援に連携して取り組むなど、地域福祉の推進を図る。 

 

＜実 績＞ 

項目 金額（円） 

社会福祉協議会運営費補助 26,235,565 

 

（２）生活支援体制整備事業 

根拠法令等 

大牟田市社会福祉法人の助成手続きに関する条例 

大牟田市社会福祉協議会生活支援体制整備事業費

補助金交付要綱 

負担割合 

国 39/100 県19.5/100 

市19.5/100  

保険料 22/100 

 

＜目的・事業内容＞ 

大牟田市社会福祉協議会が中心となって、生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常

生活上の支援体制の充実・強化及び社会参加の推進を一体的に図る。 

 

＜実 績＞ 

項目 金額（円） 

大牟田市社会福祉協議会生活支援体制整備事業費補助 23,218,000 

 

３ 民生委員・児童委員 

 

（１）民生委員・児童委員の活動 

根拠法令等 
民生委員法、民生委員法施行令 

児童福祉法第１６条～第１８条の３ 
負担割合 市1/2 県1/2程度 

 

＜目的・事業内容＞ 

   民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神を持ち、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、

社会福祉の増進に努めている。 

   それぞれの担当区域において、必要に応じて生活状態を適切に把握し、援助を必要とする者がその有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう相談や助言、福祉サービスについての情報提供などの
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援助を行うこと、関係行政機関の業務に対する協力、社会福祉事業や活動への支援、住民福祉の増進を図る

活動等を行っている。 

   民生委員は、大牟田市民生委員推薦会が推薦した者を、福岡県知事が社会福祉審議会の意見を聴き推薦し、

厚生労働大臣が委嘱する。民生委員は、児童福祉法第１６条第２項の規定に基づいて児童委員を兼務してい

る。 

   また、民生委員・児童委員の適格要件に該当する者で、児童福祉に関する理解と熱意を有するなどの要件

を満たす者の中から、主任児童委員が指名される。主任児童委員は、担当区域を持たず、児童相談所・学校

等の児童福祉関係機関との連絡を密にするとともに、区域を担当する民生委員・児童委員と一体となった活

動を展開している。 
 
      民生委員・児童委員の任期    令和元年１２月１日～令和４年１１月３０日（３年間） 

民生委員・児童委員の定数    ２９５人〔＜内＞ 主任児童委員 ３８人〕  
 

 市では、民生委員・児童委員の連絡・調整を図り、人格・識見の向上とその職務を行う上で必要な知識及

び技術を習得することを目的に組織されている大牟田市民生委員・児童委員協議会の活動を全般的に支援し、

民生委員・児童委員活動の充実を図っている。 

 

＜実 績＞ 

民生委員・児童委員の活動状況                        

区       分 
民生委員・ 

児童委員 

主任児童委

員(再掲） 

内容別相談・支援件数 

在宅福祉 518 4 

介護保険 339 1 

健康・保健医療 559 1 

子育て・母子保健 290 57 

子どもの地域生活 986 112 

子どもの教育・学校生活 455 214 

生活費 321 1 

年金・保険 109 0 

仕事 156 0 

家族関係 294 1 

住居 266 0 

生活環境 703 2 

日常的な支援 3,639 36 

その他 3,248 42 

計 11,883 471 

分野別相談・支援件数 

高齢者に関すること 6,813 61 

障害者に関すること 700 6 

子どもに関すること 1,932 373 

その他 2,438 31 

計 11,883 471 

その他の活動件数 

 調査・実態把握 4,249 71 

 行事・事業・会議への参加・協力 11,347 1,091 

 地域福祉活動・自主活動 23,416 2,610 

 民児協運営・研修 10,270 1,665 

 証明事務 583 19 

 要保護児童の発見の通告・仲介 44 4 

訪問回数  訪問・連絡活動 60,825 837 
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 その他 31,691 664 

連絡調整回数 
 委員相互 34,536 7,674 

 その他の関係機関 15,789 1,424 

活  動  日  数 53,654 6,527 

 

（２）民生委員推薦会 

根拠法令等 民生委員法、民生委員法施行令 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

   民生委員推薦会の委員は、民生委員法第８条に基づき、本市の実情に通じるもののうちから市長が委嘱す

る。 

民生委員推薦会は、市議会議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、

社会福祉の増進に熱意のある者であって、児童委員としても適当である者について民生委員として推薦する。 

なお、推薦を円滑にするため、校区ごとに民生委員推薦準備会を設置し、地域から選出した適任者を推薦

会へ推薦している。 

 

     民生委員推薦会委員の人数  １２人 

     民生委員推薦会委員の任期  令和元年１０月１１日～令和４年１０月１０日（３年間） 

 

＜実 績＞ 

審議対象者 会議回数 候補者推薦数（うち、主任児童委員） 退任者数 

任期中の民生委員 ３  ９（２） ４ 

次期民生委員 ４ ２８２（３７） ６５ 

 

４ 社会福祉法人 

 

（１）社会福祉法人 

根拠法令等 社会福祉法 負担割合 －        

 

＜目的・事業内容＞ 

社会福祉法人のうち、主たる事務所が本市の区域内にあり、その行う事業が本市の区域を越えない社会福

祉法人は、大牟田市が所轄庁となり、当該要件を満たす法人の設立や定款変更等は、本市の認可を要する。

また、当該法人の指導監査についても、本市が実施する。 

社会福祉法人は極めて公共性の高い組織であり、健全かつ公正な運営が強く求められるとともに、社会福

祉を推進する中核的な組織として、多様な福祉ニーズを充足する役割が期待されている｡そのため、本市に

おける指導監査の方針は、法人の運営管理や公的資金の取扱い等が法令等を遵守しているか、並びに社会福

祉法人としての責務を全うしているかについて、実地において確認する。 

 

＜実 績＞ 

  令和元年度指導監査実施状況 

大牟田市が 

所管する法人数 
２５法人 

令和元年度 

指導監査実施法人数 
１０法人 

 

  指導結果 
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指導区分 文書指摘 口頭指摘 助言 

全件数 ７件 ８５件 ２１件 

 

上記指導事項 

に係る法人数 
４法人 １０法人 ９法人 

 

５ 大牟田市福祉振興基金 

 

（１）大牟田市福祉振興基金 

根拠法令等 大牟田市福祉振興基金条例 負担割合 － 

 

＜目的・事業内容＞ 

   本格的な高齢化社会の到来に備え、地域における福祉活動の促進、安全で住みよい生活環境の形成等の事

業を推進し、もって福祉の向上充実に資するため、平成２年３月９日に設置された。 

 

＜実 績＞ 

運営状況                               （単位：千円） 

平成３０年度末現在高 
令和元年度中増減額 

令和元年度末現在高 
積 立 金 取り崩し額 

311,692 0 23,407 288,285 

 

６ 大牟田市プレミアム付商品券事業 

 

（１）大牟田市プレミアム付商品券≪おおむた くらし応援券≫事業 

根拠法令等 大牟田市プレミアム付商品券事業実施要綱 負担割合 国10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

   令和元年１０月からの消費税・地方消費税率１０％への引き上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える

影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、低所得者・子育て世帯主向けのプレ

ミアム付商品券の発行・販売事業を実施したもの 

 

販売期間 令和元年１０月１日～令和２年２月２９日 

販売場所 市内郵便局（簡易郵便局を除く）、大牟田観光プラザ 

利用期間 令和元年１０月１日～令和２年３月３１日 

   

＜購入対象者＞ 

   ①住民税非課税の人 

平成３１年１月１日時点で大牟田市の住民基本台帳に記録されており、平成３１年度市民税（均等割）

が課税されていない人（ただし、生活保護制度の被保護者と、市民税（均等割）が課税されている人の

扶養親族等は除く。） 
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    ②子育て世帯主 

大牟田市の住民基本台帳に記録されており、平成２８年４月２日～令和元年９月３０日に生まれた子が

属する世帯の世帯主 

   

 ＜購入限度額＞ 

   上記①に該当する人は、１人につき最大２５，０００円分の商品券を、２０,０００円で購入可能 

   上記②に該当する人は、対象となる子１人につき、最大２５,０００円分の商品券を、２０,０００円で購

入可能 

   （５,０００円単位で購入可能。１冊５，０００円分の商品券を、４，０００円で購入可能） 

 

＜実 績＞ 

   上記①の購入引換券発行数  １０,７７２人 

   上記②の購入引換券発行数   ２,６５４人 

   取扱店舗数           ４２９店舗 

 

商品券販売冊数 商品券販売額 商品券利用予定額 

51,714冊 
206,856,000円 

（4千円×51,714冊） 

258,570,000円 

（5千円×51,714冊） 

商品券利用冊数 商品券利用額（市民負担分） 換金総額（プレミアム分含む） 

51,583.4冊 
206,333,600円 

（4千円×51,583.4冊） 

257,917,000円 

（5千円×51,583.4冊） 

 

 


